
静岡市外郭団体（静岡市体育協会）方針書（Ｈ３０～R４） 

基本情報 

団体名 （公財）静岡市体育協会 出資額（比率） 300,000千円（64.1％） 

市所管課 静岡市観光交流文化局スポーツ振興課 

関係課 なし 

設立目的 スポーツの普及･振興を図り、スポーツ精神を培い、市民の健康･体力つくりを推進し、もって健康で豊かな市民生活の育成に寄与する。また、市内スポーツ団体

の結束による組織の強化、財政的な確立を図ることを目的とする。                                                         
 

 

長期方針：静岡市のスポーツの普及･振興を図るため、「スポーツの推進による健康で豊かな生活の実現」に向けて、「自らの創意工夫により市民の運動・

スポーツ実施率の向上に資する取組」を積極的に行い、本市と共に「市民一人 1スポーツ」を推進するための担い手としての役割を求めま

す。 

団
体
の
役
割 

 

１．子どもたちの体力を向上させる機会の創出とライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

  ・幼児及び小学生には、遊びながら体を動かす楽しさを感じてもらうこと、その他の世代には、普段運動しない人にもスポーツに親し

んでもらえるよう、スポーツイベントや教室等を開催すること。 

（市の役割：静岡市スポーツ推進計画を推進すること。スポーツ関係団体との連絡調整、広報、企画の提案等に関すること。） 

2．トップアスリートや指導者の養成・資質向上 

   ・トップアスリートの育成、スポーツ指導者の養成等を支援すること。 

（市の役割：静岡市スポーツ推進計画を推進すること。競技力向上の支援に関すること。） 

 ３．スポーツ活動を推進するための支援 

・市民が利用しやすいスポーツの場を提供すること。（日常的な修繕の実施、利用者サービスの向上） 

（市の役割：静岡市スポーツ推進計画を推進すること。スポーツ施設の整備に関すること。） 

 

  

１ 市が団体に求める役割 

団体は、上記の役割を具現化する目標を設定するとともに、その前提となる経営基盤を確立するため、経営計画を策定して事業を実施します。 

市は、経営計画に基づき、団体の役割が果たされているか、経営基盤が確立されているかを評価し、必要な関与を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 市民に提供する価値（＝市としての公益性） 

⓶ 

トップアスリート育成支援及びス

ポーツ指導者養成事業 

 

価
値
（
公
益
性
） 

ジュニア層及びトップアスリー

トの育成、指導者の養成等のスポー

ツ活動を支援します。 

具
体
的
な
方
法 

・ジュニア層の育成に関する事業へ

の支援 

・国際交流に関する事業への支援 

・スポーツ指導者資質向上講習会の

開催 

・表彰に関する事業の実施 

 

 

 

 

施策所管課 

スポーツ振興課 

施策における団体の位置付け 

A（強力な活用・連携）  
⓵ 

・イベント、教室等の参加者数  

・参加者満足度（市民大会を除く） 

・チラシ等広報物配布数及び設置場所件数 

・スポーツ指導者派遣件数 

・ウェブサイト(イベント、教室)アクセス数 

 

３ 評価指標 

⓵ 

スポーツイベント、教室等開催事業 

 

 

価
値
（
公
益
性
） 

市民の生涯にわたる健康・体力つく

りのため、様々な世代を対象にライフ

ステージに応じたスポーツイベント・

教室等を提供します。  

具
体
的
な
方
法 

・スポーツイベントの開催 

・スポーツ教室等の開催 

・市民体育大会事業の開催 

・市民ウォーキングの開催 

・市民ラジオ体操祭の開催 

・加盟団体である競技団体との連携事

業の開催 

・新規自主事業の開催 

・スポーツインストラクター、指導者

の派遣 

施策所管課 

スポーツ振興課 

施策における団体の位置付け 

A（強力な活用・連携）  

⓷ 

スポーツ施設における利用者サー

ビス向上事業 

 

価
値
（
公
益
性
） 

効果的効率的な施設の管理運営

により、市民がスポーツに親しみや

すい安全安心快適なスポーツの場

を提供すると共に、市民の体力を向

上させる機会を提供します。 
具
体
的
な
方
法 

・中央体育館、東部体育館、北部体

育館、南部体育館、長田体育館、

清見潟公園スポーツセンター、蒲

原体育館、西ケ谷総合運動場、清

水総合運動場の管理、運営 

・施設を利用したスポーツ教室等の

開催 

・加盟団体である競技団体との連携 

 

 

施策所管課 

スポーツ振興課 

施策における団体の位置付け 

A（強力な活用・連携） 

⓷ 

・施設利用者数 ・施設稼働率 ・利用者満足度  

・管理者の責めによる事故発生件数 

・運営に関する職員対応等の意見要望件数 

・ウェブサイト(スポーツ施設)アクセス数 

・教室等の延べ参加者数 

・R＆R交流スペース来館者数 

・R＆Rイベントによる利用件数 

⓶ 

・ジュニア層の育成に関する事業への支援件数 

・指導者講習会の受講者数及び受講者満足度 

・広報誌発行部数及び設置場所件数 


